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１．令和３年度の議論の流れ・展開

今後の青少年事業のあり

方の検討

今後の青少年問題協議会

のあり 方の検討

検討を踏ま えた施策の展

開

■令和３ 年度の議論内容

令和２ 年度 令和３ 年度 令和４ 年度以降

・ 令和２ 年度に今後の青少年事業のあり 方を議論し 、 今後はそこ で得ら れたテーマに沿って青少年事業を進めていく こ
と と し た。
・ 令和３ 年度は、 今後の青少年問題協議会について、 担う べき 所掌事項や子ど も から 若者ま での一貫し た支援が求めら
れている 中で、 子ど も ・ 若者を取り 巻く 現状や課題を確認し ながら 、 子育てや子ども に関する 施策を議論する 「 子ど
も ・ 子育て会議」 など をはじ めと し た類似の会議体と の整理等について改めて議論し 、 今後の本協議会のあり 方（ ある
べき 姿） を検討し た。
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目次
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２．今後の青少年問題協議会のあり方の検討における３つの論点

・ 子ど も ・ 若者を取り 巻く 状況が「 非行」 と いう も のから 「 複雑化（ 児童虐待、 発達障がい、 いじ め、 不登校、 ひき こ
も り 、 社会的孤立など ） 」 かつ見えにく く なってき ている 。
⇒指導・ 育成・ 保護など に留ま ら ず、 専門的な機関によ る 連携し た支援が必要になってき ている 。

・ 子ど も から 若者ま での切れ目のない支援が求めら れている 。

・ 「 子ど も ・ 子育て会議」  の所掌と 重なる 部分や「 青少年問題協議会」 での議
論の内容に整理が必要。
・ 「 子育て応援プラ ン」 + 「 子ど も ・ 若者計画」 ⇒「 第２ 期子ど も ・ 若者応援プ
ラ ン」 の策定・ 進捗管理を子ど も ・ 子育て会議にて一体的に実施。

・ 「 実際の所掌事項」 と 「 規定上の役割」 においてギャ ッ プが生じ ている 。

■論点①： 狛江市青少年問題協議会の役割のギャ ッ プ

■論点②： 子ど も ・ 若者の今日的な課題の変化

■論点③： 類似の会議体の存在

子ど も ・ 若者を取り 巻く 現状や課
題を確認し ながら 協議会のある べ
き 姿を議論

議論の内容

地方青少年問題協議会法に基づ
く 地方青少年問題協議会「 設置
率」 ： 52.4％（ R2.1.1時点）

参考

3

議論の流れ・ 展開

論点提示

目次

論点①
規定と の乖離

論点②
課題の変化

会議での意見等
確認

ま と めの流れ

論点毎の方向性の
整理

提案・ 結論

論点③
類似の会議体



■狛江市青少年問題協議会設置条例

（ 目的）
第１ 条 地方青少年問題協議会法（ 昭和28年法律
第83号。 ） 第１ 条の規定に基づき ， 青少年の指導，
育成， 保護及びき ょ う 正に関し 調査審議する ため，
市長の附属機関と し て狛江市青少年問題協議会
（ 以下「 協議会」 と いう 。 ） を置く 。
（ 小委員会）
第４ 条 協議会は， 条例第６ 条の規定に基づき 青
少年の健全育成のための施策を推進する に際し ，
具体的な実施計画等の調整等を行う ため， 狛江市
青少年問題協議会小委員会を置く 。

・ 青少協だよ り の発行
・ 「 健全育成啓発用三角塔」 の維持・ 管理
・ 「 健全育成看板」 の維持管理
・ すく すく コ ンサート ⇒令和３ 年度中止
・ その他情報交換など

■狛江市青少年問題協議会の事業

・ 「 実際の事業」 と
「 規定上の役割」 にお
いてギャ ッ プが生じ て
いる のではないか。
・ 調査審議でき ていな
いのではないか。

２−１．論点①：狛江市青少年問題協議会の役割のギャップ

（ 昭和51年施行）

第一条 都道府県及び市（ 特別区を含む。 ） 町村
に、 附属機関と し て、 それぞれ都道府県青少年問
題協議会及び市町村青少年問題協議会（ 特別区に
あつては、 特別区青少年問題協議会。 ） を 置く こ
と ができ る 。

■地方青少年問題協議会法
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２−２．論点②：子ども・若者の今日的な課題の変化

・ 子ども ・ 若者を取り 巻く 状況が「 非行」 と いう も のから 「 複雑化（ 児童虐待、 発達障がい、 いじ め、 不登校、 ひき こ も
り 、 社会的孤立など ） 」 かつ見えにく く なってき ている 。
⇒指導・ 育成・ 保護など に留ま ら ず、 専門的な機関によ る 連携し た支援が必要になってき ている 。

・ 社会と の関係の希薄化/社会的孤立の防止、 居場所の確保等が求めら れている 。
⇒第２ 期子ども ・ 若者応援プラ ンにおいて「 子ど も や若者の居場所の確保と 社会参加に向けた支援」 を５ 年間に取り 組む
基本施策と し て位置づけ。

■社会的な課題の変化

（ 若者生活実態調査） 「 若者を対象にアンケート を実施」
①悩みごと がある （ 68.8％） と 回答し た人が相談し たいと 思う 相手
・ 親、 友達など 自分が知っている 相手 53.6％
・ カウ ンセラ ーや医師など専門性の高い相手 28.0％
・ 市の職員など 身近だけど自分の知ら ない相手 9.7％
②「 若者のために必要な市の取り 組み」
・ お金の心配をする こ と なく 学べる （ 進学・ 習い事） よ う に支援する  24.3％
・ 就職に向けた相談やサポート 体制を充実さ せる  11.5％
・ 自由に過ごす場を増やす 11.2％

参考
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２−３．論点③：類似の会議体の存在

（ 設置）
第１ 条 子ども ・ 子育て支援法（ 平成24
年法律第65号。 以下「 法」 と いう 。 ） 第
77条第１ 項の規定に基づき ， 狛江市子ど
も ・ 子育て会議（ 以下「 会議」 と い
う 。 ） を置く 。
（ 所掌事務）
第２ 条 会議は， 法第77条第１ 項各号に
掲げる 事務その他子ど も ・ 子育て支援の
推進に関し 必要な事項を処理する 。

■狛江市子ど も ・ 子育て会議条例

子ど も ・ 子育て支援法
（ 市町村等における 合議制の機関）
第七十七条 市町村は、 条例で定める と こ ろによ り 、 次に掲げる 事務を処理する ため、 審議会その他
の合議制の機関を置く よ う 努める も のと する 。
一 特定教育・ 保育施設の利用定員の設定に関し 、 第三十一条第二項に規定する 事項を処理する こ と 。
二 特定地域型保育事業の利用定員の設定に関し 、 第四十三条第二項に規定する 事項を処理する こ と 。
三 市町村子ど も ・ 子育て支援事業計画に関し 、 第六十一条第七項に規定する 事項を処理する こ と 。
四 当該市町村における 子ど も ・ 子育て支援に関する 施策の総合的かつ計画的な推進に関し 必要な事
項及び当該施策の実施状況を調査審議する こ と 。

子ども ・
若者計画

子育て応
援プラ ン

第２ 期
子ど も ・
若者応援
プラ ン

子育て

若者子ど も

平成31年度（ 令和元年度） に令和２ 年度
を始期と する 狛江市第２ 期子ど も ・ 若者
応援プラ ンを策定。 すべての子ど も ・ 若
者が健やかに成長でき る よ う 、 従来の子
育て応援プラ ンと 子ど も ・ 若者計画を包
含し 、 子ど も ・ 若者や子育てに関する 切
れ目のない支援を総合的に推進する 計画
と なる 。

⇒子ど も ・ 子育て会議を主体と し て審議。
進捗管理についても 、 子ど も ・ 子育て会
議にて一体的に実施

■（ 参考） 子ど も ・ 子育て
会議次期構成メ ンバー予定
案（ 調整中）■子ど も ・ 若者応援プラ ン策定体制

～H31               R2～
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３．会議での意見等（一部抜粋）

・ 青少年問題協議会は、 直接子ど も に接し ている 方が多く 、 現場を見ている と いう 印象がある 。 子ども ・ 子育て会議と の整理も 一案ではある と
思う が、 参加メ ンバーの数が多く 発言の機会も 限ら れる 。 青少年・ 若者の部分を議論の対象にする と 、 更にメ ンバーが増えてま すま す発言の機
会が減る と いう 一面も ある と 思う 。
・ 子ど も ・ 子育て会議は、 妊娠期から 40～50歳代ま でと タ ーゲッ ト が幅広い。 子ど も ・ 子育て会議と の発展的な融合と し て、 資料の通り 青少
年関係の委員がその会議体に委員と し て参加する 事や、 或いは、 青少年・ 若者の問題に特化し た会議体と し て本協議会を残し 、 代表と し て子ど
も ・ 子育て会議に参加し ても ら う 事など が考えら れる と 思う 。
・ 子ど も の居場所作り など 、 色々なと こ ろで似たよ う なこ と が話し 合われている こ と も ある 。 子ど も ・ 子育て会議が主体と なって、 例えば、 青
少年・ 若者の分野については分科会と し て進めていく 、 と いう こ と も 一つの案と し て考えら れる 。
・ 子ど も ・ 子育て会議と の整理など 、 本協議会の整理をし ていく こ と は必要である が、 多少はゆる い整理の方が新陳代謝や新し い意見が取り 入
れやすいと いう こ と を踏ま える と メ リ ッ ト も ある 。 ただし 、 他団体の活動を知る こ と など 連携をし ていく こ と も 必要である 。

・ 今行っている 事業に関し て規定上と ギャ ッ プがある と いう こ と であれば、 あり 方を整理し ていく べき である と 思う 。
・ 本協議会のあり 方については、 以前青少年問題協議会の実行部隊と し て存在し た活動実施委員会と いう 組織があったが、 最終的には本小委員
会と の役割があいま いになり 統合さ れたと いう 経緯がある 。 それを踏ま える と 、 本小委員会は活動する と いう 意味合いも 持つが、 青少年につい
て総会で議論がなさ れていない現在の状況では、 本小委員会は議論と 審議の場と し て存在する べき である と 思う 。
・ 小委員会と いっても 、 現在ではすく すく コ ンサート の実行委員と 変わら ないと 感じ る 面も ある ため、 条例に則し て役割を見直し ていく 必要が
ある 。
・ 自宅近く に健全育成の看板がある が、 子ど も 達に啓発する 効果がある かは疑問である 。 本小委員会は、 色々な青少年関係の団体のメ ンバーが
集ま っている ため、 議論をし ないのはも ったいないと 思う 。 色々な視点から 意見を出すこ と で、 協議会自体の中身も 変わってく る と 思う 。

役
割
の
ギ
ャ
ッ
プ

類
似
の
会
議
体
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・ 青少協が設置さ れた歴史は、 戦後の青少年対策の法律に基づき 狛江市で設置し たも の。 平成26年の改正で市長が会長でなく ても 良く なった
と いう 流れがある が、 国と し て青少協がなく ても 良いと いう 話ではない。 青少協は市が条例を策定し て設置し たも のなので、 市と し ての考えを
青少協に提示する べき だと 思う 。 下部組織である 小委員会で先に検討する のは順序が違う のではないか。 事業が本来の目的と かみ合っていない
なら 、 事業を変えた方が良いと 思う 。

議
論
の
流
れ



４．報告まとめにおける主な流れ
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目線合わせ・ 課題共有

・ 今後の青少年問題協議会のあり 方について、 ３ つの論点に沿って課題を共有する と と も に今後の方向性など
を議論。 （ 議論内容については、 前頁を参照。 ）

第
１
回
小
委

今後の方向性・ 提案/報告内容の検討

・ 第１ 回小委員会での意見など を踏ま え、 内容を振り 返り つつ、 論点毎にその方向性を 確認・ 整理。
・ 論点毎の方向性を整理し た上で、 今年度の議論内容である 「 今後の青少年問題協議会のあり 方について」 小
委員会と し ての提案・ 報告内容を検討。

第
２
回
小
委

報告書決定

・ 第２ 回小委員会で決定し た提案・ 報告内容など を踏ま え、 令和３ 年度の報告書の検討。
・ 令和３ 年度小委員会報告書の作成及び決定。

第
３
回
小
委
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論点③
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・ 令和３ 年度小委員会報告書に基づき 、 小委員会での議論の内容等について青少年問題協議会に報告。
・ 青少年問題協議会にて報告書について改めて議論し 、 問題協議会と し ての報告書を議決後、 市に提出。

青
少
協
～
市



５．論点毎の方向性の整理

・ 子ども ・ 若者を取り 巻く 状況が「 非行」 と いう も のから 「 複
雑化（ 児童虐待、 発達障がい、 いじ め、 不登校、 ひき こ も り 、
社会的孤立など ） 」 かつ見えにく く なってき ている 。
⇒指導・ 育成・ 保護など に留ま ら ず、 専門的な機関によ る 連携
し た支援が必要になっ てき ている 。
・ 子ど も から 若者ま での切れ目のない支援が求めら れている 。

・ 「 子ど も ・ 子育て会議」  の所掌と 重なる 部分や「 青少年問
題協議会」 での議論の内容に整理が必要。
・ 「 子育て応援プラ ン 」 + 「 子ど も ・ 若者計画」 ⇒「 第２ 期子
ど も ・ 若者応援プラ ン 」 の策定・ 進捗管理を子ど も ・ 子育て会
議にて一体的に実施

・ 「 実際の所掌事項」 と 「 規定上の役割」 においてギャ ッ プが
生じ ている 。

■論点①： 狛江市青少年問題協議会の役割のギャ ッ プ

■論点②： 子ど も ・ 若者の今日的な課題の変化

■論点③： 類似の会議体の存在
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・ 本来の目的に沿い、 議論と 審議の場と し
ての整理
★青少年問題協議会設置条例設置目的：
「 ～青少年の指導， 育成， 保護及びき ょ う
正に関し 調査審議～」

・ 所掌が類似する 子ど も ・ 子育て会議と の
整理をし つつ、 青少年・ 若者に関する 議論
の場と し て、 分科会のよ う な形を残し つつ
整理

・ 虐待やいじ め、 ひき こ も り など 子ど も の
課題は多岐にわたる 。 現在の子ど も ・ 若者
の課題・ 状況に則し た事業整理や議論を展
開

■方向性

議論の流れ・ 展開

論点提示

目次

論点①
規定と の乖離

論点②
課題の変化

会議での意見等
確認

ま と めの流れ

論点毎の方向性の
整理

提案・ 結論

論点③
類似の会議体



(次期)子ど も ・ 子育て会議

青少年問題協議会

６．今後の青少年問題協議会のあり方について（提案）
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事業の整理をし

た上で統合

子ど も ・ 子育て会議

青少協だよ り の発行

健全育成啓発用三角塔の維持・ 管理

健全育成看板の維持管理

子ど も 政策課で実施（ 老朽化し ている も
のについては安全面を考慮し 、 撤去も 含
めて検討）

会議体の設置目的や今日的な青少年・ 若
者の課題に鑑み整理（ 休止又は廃止）

すく すく コ ンサート

小委員会

(仮称)子ど も ・ 若者支
援連絡協議会

①
会
議
体
の
整
理

②
事
業
の
整
理

議論の流れ・ 展開

論点提示

目次

論点①
規定と の乖離

論点②
課題の変化

論点③
類似の会議体

会議での意見等
確認

ま と めの流れ

論点毎の方向性の
整理

提案・ 結論

■現行 ■今後の考え方


